
1 

令和 6（2024）年 4 月 15 日 

＊太郎ご利用の皆様へ（相談室よりお知らせ）＊ 

 

日頃は太郎の運営にご理解・ご協力を頂きまして、ありがとうございます。 

新年度に入り、日中はぽかぽかと暖かい気候となってまいりました。ご家族のみな

さまにおかれましては、お忙しいことと存じます。 

さて、下記の通りお伝えしたい事項がございますので、ご確認下さい。ご不明な点

がございましたら、相談室あてにお問い合わせ下さい。 

 

 

  

①利用料の改定について（お願い：再掲） 
4 月１日に、介護保険の介護報酬体系が改正されました。この改正は法令改正とし

て 3 年に 1 回実施されるものです。 

今回の介護報酬改定では、地域での医療と介護の連携、感染症や災害時での対応、

重度化防止にむけたチームアプローチ（多職種連携）、リハビリ・口腔ケア・栄養管理

等の取り組み、そして介護サービス質向上に向けた介護職員をはじめとする処遇改善、

などの項目の強化をねらいとして行われます。 

国（厚生労働省）の提示スケジュールでは、「入所」と「短期入所」の改定は 4 月に、

「デイケア（通所リハビリ）」と「訪問リハビリ」の改定は６月に、それぞれ行われる

予定です。また、「入所」と「短期入所」の居住費（滞在費）についての見直しが８月

に行われる予定です。太郎でも順次対応してまいります。 

老健太郎では「老健入所」「短期入所（ショートステイ）」「通所リハビリ（デイケア）」

「訪問リハビリ」、すべてのサービスについて、単位数の変更、新たな算定項目等の追

加が行われます。 

4 月利用料の５月請求分以降、利用の皆様方の利用料金等に変更が生じる予定です

（改定翌月の請求分に反映されます）。利用回数、負担割合、ご本人の要介護度等によ

り負担額が異なります（要介護 3 の入所の方・自己負担割合 1 割の方で、4 月以降＋

1800 円、８月以降＋3600 円程度の見込みです）。 

新しい「重要事項説明書」および「利用明細書」をあらためてご確認ください。重要

事項説明書は、ホームページにも掲載予定です。変更の詳細は次月お知らせいたしま

す。料金体系のことでご不明な点等があれば、太郎事務室・相談室までお気軽にお問

い合わせください。 

ご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 

②４月の行事について  

4/4（木）の昼食には、「4 月のお食事・春のお弁当」をお出しし、桜ちらし寿司・

茶碗むし・菜の花の和え物・若竹汁・桜ゼリーで、春の雰囲気を味わって頂きました。 

５階リハビリ室には、満開の桜の装飾をして、少しでも春の雰囲気になるようにし

ておりました。 

今後の行事の予定については、現在の状況から大変残念ながら未定となっておりま

す。予定が立ちましたら、随時お知らせいたします。 

 

 

 

※裏面に続きます。 
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③感染症の蔓延（まんえん）予防について（再掲） 
老健太郎では、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザを含めた感染症の予防

対応を継続しております。症状のある方がいる場合等、医師の指示でフロア間移動制

限等を行うことがあります。新規ご入所（デイケア利用者の方の新規の短期入所や長

期入所含む）や、病院への入院等の後の再入所の際は、入所・再入所前、事前に PCR

検査等を行っていただくことがあります。 

また、面会や洗濯物引取り等で太郎入館の際は、引き続きマスクの着用のご配慮を

よろしくお願いいたします。事情ご理解の上、ご承知いただきますようお願いいたし

ます。 

 

④ご家族との面談およびケアプランの提示について（※長期入所のご家族の皆様へ） 
介護老人保健施設では、ご本人様の身体・精神状況をふまえて、およそ３か月毎に

サービス内容を見直すことが義務づけられております。各専門職スタッフによるケア

カンファレンス（会議）で策定した「サービス計画書（ケアプラン）」や「リハビリ実

施計画書」「栄養ケア計画書」の提示を、利用者ご本人やご家族に行います。 

また、施設の役割として、３ヶ月を一区切りの入所期間とし、在宅復帰の支援が原

則となっておりますので、今後の療養や介護についての方針を、一緒に考えて参りた

いと存じます。在宅生活の準備（ケアマネジャーとの連絡調整等）、施設ケア継続の手

続き（他施設や病院等の情報提供、申請・書類作成等）もお手伝い致します。 

つきましては、現在のご本人様の生活の状況を報告しつつ、今後の介護方針等につ

いてのご家族との面談を行います。2・5・8・11 月入所開始の方は、相談室あてにご

連絡いただき、面談のご希望の時間を調整したいと存じます。どうぞよろしくお願い

致します。 

 

⑤利用料のお支払いについて：振込も可能です（再掲） 
太郎利用料のお支払いについて、1 階事務室で直接お支払いいただくこともできま

すが、銀行口座

にお振込みいただけます。「利用者ご本人のお名前」でご登録

いただけると幸いです。なお、振込手数料についてはご負担くださいますようお願い

申し上げます。 

 

 

 

介護老人保健施設 太郎 相談室  

 

  



令和 6 年 4 月 

ご利用者、ご家族の皆様 

介護老人保健施設 太郎 

施設  遠藤麻央 

 

令和 6 年度「介護報酬改定」についてのお知らせ 

 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より、当施設の運営にご理解ご

協力いただき感謝申し上げます。 

さて、今回「令和 6 年度介護報酬の改定」に伴う単価変更があり、本年 4 月より利用単価

に変更があることをお知らせいたします。 

また、本年 8 月からは、厚生労働省からの通知 「在宅で生活する者との負担の均衝を図る

観点や令和 5 年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案して基準費（居住費）を

60 円／日引き上げる。【公示改定】」により、居住費の見直しをさせて頂きます。   

単価の改定について、別紙（裏面）に記載がございますのでそちらをご参照ください。 

 

記 

 

実際のご負担内容について（概算） 

＜令和 6（2024）年４  ７ ：介護報酬改定＞ 

1 割負担の方  約 1,800 円増／1 か月 

2 割負担の方  約 3,600 円増／1 か月 

3 割負担の方  約 5,400 円増／1 か月 

 

＜令和 6（2024）年 8 月以降：介護報酬改定に加え、居住費の改定＞ 

1 割負担の方  3.500 円 4.000 円増／1 か月 

2 割負担の方  5,500 円 6,000 円増／1 か月 

3 割負担の方  7,000 円 7,500 円増／1 か月 

 

要介護度、負担限度額認定証の段階により、ご負担の金額の詳細は変わってまいります。 

ご不明な点等ございましたら太郎・支援相談員までご連絡下さい。 

ご家族の皆様には新たな負担になりますが、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。 

以上 

お問い合わせ先         

介護老人保健施設 太郎  

電話 0422-76-6636 

支援相談員 深井・今田・岡本 

  



 

（別紙） 

 

 ・介護報酬改定について（介護報酬単位数／令和 6（2024）年 4   ） 

  

【施設サービス費・在宅強化型】（一日あたり） 

 《従来型個室》            《多床室（２・４人室）》 

        従前 → 改定後           従前 → 改定後 

   要介護 1  756 → 788       要介護 1  836 → 871 

   要介護 2  828 → 863       要介護 2  910 → 947 

   要介護 3  890 → 928       要介護 3  974 → 1,014 

   要介護 4  946 → 985       要介護 4  1,030  → 1,072 

      要介護 5 1,003 →  1,040             要介護 5 1.085  →  1,125 

     

    【在宅復帰・在宅療養支援機能加算】（一日あたり） 

                     従前 → 改定後  

   ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 46 → 51 

 

  【リハビリテーションマネジメント計画書情報加算】（一月あたり） 

   ・新規加算 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 53 

 

  【退所時等支援等加算】※病院へ退所される場合（一回あたり） 

   ・新規加算 退所時情報提供加算(Ⅱ) 250 

 

  【生産性向上推進体制加算】（一月あたり） 

   ・新規加算 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100 

         生産性向上推進体制加算(Ⅱ)  10  

 

  【介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)】（一月あたり） 

   ・算定単位数の 1000 分の 75  

 

 ・居住費（滞在費）について 

  居住費（滞在費）は、施設利用代（減価償却費）及び光熱水費に相当する費用です。 

  令和 6 年 8 月 1 日より、1 日 60 円アップの改定となります。 

                     現行 → 改定後 

《従来型個室》        1,720 円／日 → 1,780 円／日  

  《多床室（２・４人室）》      680 円／日 →  760 円／日  

 


